
12
月
4
日
〜
10
日
は

『
人
権
週
間
』で
す
。

　毎
年
12
月
4
日
〜
10
日
は『
人
権
週
間
』

で
す
。
人
権
週
間
の
歴
史
は
1
9
4
8
年

の
パ
リ
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
こ
の
年
の

12
月
10
日
に
開
催
さ
れ
た
第
3
回
国
連
総

会
で
『
世
界
人
権
宣
言
』
が
採
択
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
『
世
界
人
権
宣
言
』
は
5
千

万
人
と
も
6
千
万
人
と
も
い
わ
れ
る
尊
い

命
を
奪
っ
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
痛
烈

な
反
省
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で

す
。　そ

の
後
、第
5
回
国
連
総
会
に
お
い
て
、

12
月
10
日
を
『
人
権
デ
ー
』
と
定
め
ま
し

た
。日
本
に
お
い
て
も
、「
世
界
人
権
宣
言
」

の
精
神
の
啓
発
と
人
権
意
識
の
高
揚
を
図

り
、
地
域
に
根
付
か
せ
前
進
さ
せ
る
目
的

で
、
12
月
4
日
〜
10
日
ま
で
を
『
人
権
週

間
』
と
し
、
毎
年
各
種
啓
発
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
『
世
界
人
権
宣
言
』
は

普
遍
的
な
も
の
で
、
世
界
の
『
人
権
の
基

準
』
と
し
て
各
国
の
憲
法
や
国
内
立
法
な

ど
に
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　社
会
状
況
を
見
て
い
く
と
、
景
気
が
回

復
傾
向
に
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
ま
だ
ま

だ
厳
し
い
社
会
状
況
は
続
い
て
い
ま
す
。

人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
農
村

部
で
は
青
年
層
が
生
活
の
場
を
求
め
て
、

都
市
部
へ
流
出
。
地
域
活
力
の
減
退
に
繋

が
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
格
差
社
会
の
進

行
に
よ
る
、フ
リ
ー
タ
ー
や
ニ
ー
ト
、ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア
な
ど
の
不
安
定
就
労
に
よ

り
、生
活
自
体
が
困
難
な
状
況
が
生
ま
れ
、

生
活
保
護
受
給
者
や
高
齢
者
の
長
期
受
給

も
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
年
金

問
題
や
高
齢
者
の
医
療
保
険
、
介
護
保
険

の
自
己
負
担
額
な
ど
、
様
々
な
社
会
的
課

題
に
よ
り
、
将
来
へ
の
不
安
を
感
じ
て
い

る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た

社
会
不
安
が
様
々
な
人
権
侵
害
、
人
権
問

題
を
生
み
出
す
一
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　殺
傷
事
件
等
に
み
る
障
害
者
へ
の
差

別
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
み
ら
れ
る
人
種

差
別
、
子
ど
も
へ
の
い
じ
め
や
虐
待
、
情

報
化
の
発
展
に
伴
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

人権週間って何？

社会情勢と
人権問題について考える

差別のない地域づくりのために
～安芸高田市の取り組み～

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、
尊厳と権利について平等である。
いかなる事由による差別をも受けることなく、
この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる

世界人権宣言

の
誹
謗
中
傷
、
部
落
差
別
を
目
的
に
し
た

落
書
き
な
ど
、
人
権
侵
害
は
後
を
絶
ち
ま

せ
ん
。『
人
権
の
世
紀
』
と
い
わ
れ
た
21

世
紀
。
人
権
擁
護
の
取
り
組
み
に
逆
行
す

る
差
別
は
、
ま
だ
ま
だ
続
い
て
い
ま
す
。

　こ
う
し
た
社
会
情
勢
の
中
、
2
0
1
6

年
に
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
、
障
害
者

差
別
解
消
法
、
部
落
差
別
解
消
推
進
法
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
昨
年
12

月
16
日
に
施
行
さ
れ
た
部
落
差
別
解
消
推

進
法
に
は
、『
現
在
も
な
お
部
落
差
別
が

存
在
す
る
』
と
明
記
さ
れ
、『
部
落
差
別

の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
』
を
目
的

に
、
国
及
び
地
方
自
治
体
の
責
務
を
記
し

た
初
め
て
の
恒
久
法
で
す
。

　こ
れ
ら
の
法
律
の
制
定
は
、
部
落
差
別

を
は
じ
め
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
撤
廃

し
、
人
権
確
立
社
会
を
築
く
た
め
の
基
礎

と
な
る
も
の
で
す
。
今
後
は
行
政
と
し
て

も
す
べ
て
の
人
々
の
人
権
を
守
る
た
め
の

取
り
組
み
を
よ
り
一
層
行
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　市
で
は
、
差
別
の
な
い
地
域
づ
く
り
の

た
め
に
、
各
人
権
会
館
の
啓
発
、
相
談
事

業
を
中
心
と
し
た
各
種
事
業
の
他
、
人
権

に
関
わ
る
各
種
団
体
と
連
携
し
た
独
自
の

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
拠
点
と
な

る
の
が
、
吉
田
人
権
会
館
、
八
千
代
人
権

福
祉
セ
ン
タ
ー
、
甲
田
人
権
会
館
、
た
か

み
や
人
権
会
館
の
4
施
設
。
人
権
会
館
で

は
『
地
域
社
会
全
体
の
中
で
同
和
問
題
の

理
解
を
深
め
、
福
祉
の
向
上
や
人
権
啓
発

の
住
民
交
流
の
拠
点
と
な
る
開
か
れ
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
、
生
活
上
の
各
種

相
談
事
業
や
人
権
課
題
の
解
決
の
た
め
の

各
種
事
業
を
総
合
的
に
行
う
』
こ
と
を
目

的
に
、様
々
な
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　各
会
館
で
は
、
人
権
に
関
わ
る
講
演
会

や
イ
ベ
ン
ト
が
催
さ
れ
る
他
、
年
間
を
通

し
て
各
種
相
談
事
業
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
事
業
は
、
人
権
意
識
の
高

揚
を
図
り
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の
人
権
が

守
ら
れ
、
差
別
の
無
い
地
域
「
住
ん
で
良

か
っ
た
と
感
じ
る
安
芸
高
田
市
」
に
す
る

た
め
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
行
政
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
の
み

な
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
力
が
必
要
で
す
。

自
分
を
大
切
に
、
家
族
を
大
切
に
し
、
地

域
を
大
切
に
す
る
。
そ
の
心
と
想
い
が
大

き
な
力
に
な
る
は
ず
で
す
。

　特
別
支
援
が
必
要
な
児
童
と
そ
う
で
な

い
児
童
が
同
じ
教
室
で
学
ぶ
大
阪
市
立
大

空
小
学
校
を
舞
台
に
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
映
画
『
み
ん
な
の
学
校
』
の
中
で
、

先
生
が
「
人
権
と
は
何
で
す
か
？
」
と
問

い
か
け
る
と
、
一
人
の
児
童
が
「
空
気
」

と
答
え
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
あ
っ
て

当
た
り
前
の
も
の
、
普
段
は
気
に
し
て
い

な
い
け
れ
ど
と
て
も
大
切
な
も
の
。〝
人

権
〞
が
私
た
ち
に
と
っ
て
空
気
の
よ
う
な

存
在
に
な
る
日
を
目
指
し
て
。
人
権
週
間

を
機
に
、
み
な
さ
ん
も
誰
か
の
声
、
自
分

の
声
に
耳
を
傾
け
て
み
ま
せ
ん
か
？

〝
人
権
〞に
つい
て

   

　
考
え
て
み
ま
し
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う

【主な事業】ハートフルフェスタの開催
吉田町常友1284-1　☎42-2826

吉田人権会館

【主な事業】心耕祭の開催
八千代町佐々井1329　☎52-7500

八千代人権福祉センター

【主な事業】人権に関わる講演会や映画上映
甲田町高田原1458　☎45-4922

甲田人権会館

【主な事業】世界人権宣言記念大会の開催
高宮町佐々部983-13　☎57-1330

たかみや人権会館
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